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《資　料》

三月革命期における騎士領プルシェン
シュタイン所属村落（南ザクセン）から
の請願書（IV・完）

松 尾 展 成

（4）付録「革命の牧歌」　（Ein　Revolutionsidy11）

　fザクセンで始めての農民一揆の噂は……プルシェンシュタイン領主裁判区……から来

た」と，私は「序論」ωで，R．ツァイゼ氏の記述を引用した。以下は，それに関連する

1848年4月10日付，ザイダの弁護士グスタフ・トロイト（Gustav　Treuth）のプルシェン

シュタイソ城主宛公開状と，それに付けられた編者パウル・クナウト（Paul　Knauth）の解

題の邦訳である（2）。しかし，これを訳出する前に，記しておきたいことが2点ある。

　第1に，この公開状の著者G・トロイトについて。彼は公開状の末尾にザイダの弁護士と

署名しており，本文では，〔1848年3月22日に（3＞〕領主に提出される予定であったフリーデ

バハ村の請願書（4）の起草者であり，この騎士領のすべての領民から意見を聞く機会を毎臼

持っている，と書いている。また，編者P．クナウトによれぽ，G．トロイトはrザイダの

報知者』（Saydaer　Anzeiger）の編集・発行人であった。

　さらに，国立ドレースデン文書館は1981年11月16日付回答でG．トロイトについて，興味

深い事実を教えてくれた。同文書館の「1830年から1867年までの政治犯目録」（5＞によれば，

G．トロイト（生没年不詳）はうイプツィヒで法学を学んだ後，ザイダ市で弁護士・公証人

となり，そこに“Freie　Gemeinde”（活動内容不明）を創設した。彼は48年にはフリーデバ

ハ村とクラウスニツ村（4）の請願書を起草した。49年5月にドレースデン蜂起に参加したため

に，彼はプルシェンシュタインで拘留され，35ターラーの罰金を科されるとともに弁護

士・公証人の資格を停止された。50年から54年の期間にも彼は警察の監視下にあった。56年

に彼は旅券を得て，出国した。その後は，彼がブリュッセルとパリに立ち寄ったことだけ
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が，分かっている。

　第2に，公開状の掲載された新聞rザイダの報知者』について。編老P．クナウトによれ

ば，G．トロイトの公開状は同紙第1－3号（1848年4月20日一5月4日）に掲載された。

P．クナウトはさらに，「自由・平等・博愛」をモットーとしたこの「傾向新聞（TenClenz－

blatt）」の，1848年4月20日から10月12日までの号が自分の手許にあるが，この新聞の現存

部数は多くないであろう，と記している。

　そこで，私は1848年のrザイダの報知者』の所在調査を試みた。ところが，この新聞は，

全ドイツを対象としたHagelweideには言うまでもなく，第一次大戦後の旧ザクセン州から

第二次大戦後に分離独立した3地区についてのJacob，　Wustling，　Pepino（a），Pepino

（b）（6），Wolfにも見出されない。念のために，ザイダ市文書館とマリーエンベルク市文書

館に所蔵調査を依頼した。しかし，前者については1980年8月5日付，後者については83年

2月1日付で，同紙を所蔵しないとの回答があった。したがって，今日ではG．トロイトの

公開状はP．クナウトによる抜粋でのみ読みうるし，同紙第4号（1848年5月ll日付）に載

せられた、ノイハウゼンの家庭教師・牧師補カルル・ハインリヒ・フェルトマン（Carl

Heinrich　Feldmann）の領主弁護論は，　P．クナウトの引用した数行を除いて，読みえないの

である。

　〔編者解題〕

　ザイダ〔市〕近郊フリーデバハ（7）村の住民たちは，「狂気の年」1848年においてさえも，そ

の名前〔平穏な小川〕の名誉を守っていた。あらゆる挑発にもかかかわらず，彼らは温和な

人々であった。その時突然に，「隣りに悪いやつがいて．それがお冠をまげた日には，どんな

おとなしい人間でも，あんまり無事ではおられまい」（8）という詩人の言葉が，彼らについて

も当てはまることになった。フリーデバハはまったく反乱の中にあり，農民たちは大鎌と乾

草用熊手で武装してプルシェンシュタイン城に行き，プルシェンシュタインの領主フィー

リプ・ウッツ・フォン・シューンベルク（9）が農場領主へのすべての貢租をただちに免除し

ないならば，それ〔城〕に放火すると脅迫した，との，フライベルク地方に例のない噂が拡

がったのである。そして，． 宴Cプツィヒのドイツー般新聞（lo）には，一匿名者が，「フリーデ

バハ，クラウスニツ（ll）などの村々の農民の，常軌を逸した要求と殺人・放火による脅迫」に

ついて報告した。一一ライプツィヒ新聞（12）においてもプルシェンシュタイン通信員は，フ
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り一デバハの農民が彼らの農場領主に強力な要求を提出した，と主張した。

　ところで，真相はどうであったか。フリーデバハ，ザィフェン（13）およびハイデルベル

ク（14）の農民は，彼らの農場領主に納付すべき重い負担と貢租に陣吟していた。もっとも重

圧的と考えられていたのは，これらの村々の貧乏な韓輔工がプルシェンシュタインに支払

うべき，いわゆる「競輔賃租」（Drehzins）であった。さて，最初に勇気を出して，時代の雰

囲気を利用したのは，フリーデバハ村民であった。4月に（15）にフリーデバハの代表者（Ab－

geordnete）数人はプルシェンシュタインの領主フォン・シューンベルクに請願書（Adres－

se）を提出した。彼らは農場領主に対して，「農民地保有者（BegUterte）に課される，土地

領主への負担の一部を寛大に免除すること，借家人たる小屋住農（Hausgenossenhausler）

と借家人とを，彼らは，いずれにせよ，ほとんど，あるいは，まったく支払うことができな

いのであるが，解放することを……請願」したのである。この請願書の起草者はザイダ

〔市〕の弁護±グスタフ・トロイトであった。彼が編集・発行人であったrザイダの報知

者』の最：初の3号一1848年4月20日，4月27日および5月4日。いずれも木曜日一に

は，「貴族の従兄弟たちと閣下たち（seine　Vetter　und　Liebde）のための付録を付けた，プル

シェソシュタイソの領主フィーリプ・ウッツ・フォン・シェーンベルク宛」の，4月10日の

日付を持つ，発行人の公開状が見出される。この週刊新聞の1848年4月20日から10月12日ま

での号が私の手許にあるが，この新聞は自ら傾向新聞と称していて，最初のフランス革命か

ら借用された，そして，フランスでは今日でもなお至る所でみられる，有名な標語丁自由，

平等，博愛」を掲げている。

　フリーデバハの代表者たち（Abgesandte）を土地領主はもの柔らかに応接した。領主は，

領主と領民との間のあらゆる紛争と不和が今後なくなるように，との希望を表明し，提出さ

れた懇願を可能なかぎり配慮する，と約束し，3日以内に自分の決意を述べる，と明言し

た。しかし，実際には，与えられたこの3日間を領主フォン・シェーンベルクは城を空に

し，家族を避難させ，その他のいくつかの措置によって，本式の攻囲に対する準備をするた

めに利用したのである。彼自身が城内に留まったのは，土地の聖職者に勧告されたからであ

る。100人の兵士が，磨かれたサーベルと実弾薬筒を持ち，4人の士官とともに真夜中にザ

イダ（16）を通って突進し，ノイハウゼン（17）に進入した時，要塞としてのこの城の姿は完全な

ものとなった。二つの集落〔ザイダ市とノイハウゼン〕には，同じ夜に市民警備隊（BUr－

gerschUtzwachen）も創られた。プルシェンシュタイン城を警備すべき騎兵は，フライベルク
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守備隊（Garnison）（18）に属していたが，歩兵の若干はドレースデγからも呼び寄せられた。

　もちろん，領主フォン・シェーンベルクのこの振る舞いをトロイトは，辛辣なペンでもっ

て激しく攻撃した。この公開状において彼が指摘しているところでは，シェーンベルク領の

村々のどこにおいても秩序破壊はまったく生じていなかった。とくにフリーデバハ村は法

律の大地を一歩たりとも外れていなかった。脅しが行なわれたとすれば，一そして，脅迫

状と放火脅迫状はザイフェン村とハイデルベルク村から来たという一それは村々のせい

ではなく，脅迫者〔たる領主〕のせいである。領主フォン・シェーンベルクは「武器の騒め

きと馬の足掻き」のために領民の信頼と愛情を失なったのである。彼は，軍隊の給養のため

に用いた金額を，彼の〔所領の〕木材一軸工の空っぽの胃を満たすために使った方がよかっ

たであろう。「ザイフェンとハイデルベルクは閣下のアイルランドであり，閣下のフォーク

トラントであり，同時に閣下のシュレージエンである。それにもかかわらず，風評を信じて

よいとすれば．百万長者として世に知られている閣下，人聞の眼では見渡すことのできない

ほどの森林と地所を持つ閣下は，日長（Bezirksamtshauptmann）（19）に勧められて，貧乏な輔

輔工に領主への貢租，いわゆる輔輔賃租を免除した時，ほとんど涙を流さんばかりであっ

た」。

　トロイトのこの叙述に対しては『ザイダの報知者』第4号（1848年5月11日）でノイハウ

ゼンの家庭教師（Privatlehrer）G．　H．フェルトマンが反論している。彼は農場領主を弁護

して，次のように述べている。軍事的措置は，いずれにせよ，当局の承認によってのみなさ

れうるものであり，また，なされたのであるが，この措置は，請願する自治体に対するもの

ではなく，脅迫者に対するものであった。輔加工貢租（Drechslerzins）について言えば，そ

れは保護金や織機貢租と同じく，すでに1845年に廃止された。「そのほかに領主フォン・

シェーンベルクは，労働不能者が持続的に受け取っている，多くの気前のよい施物を含めな

いで，今年の間に260ターラー分の穀物と木材を贈与したし，仕事のない領民の雇用のため

に300ターラーを提供した」。

　実際，他の報告によっても，ウッツ・．フォン・シェーンベルクは秘かな慈善家であったこ

とが確認される。いずれにせよ，彼は，まったく公正だとしても，自分の権利は断固とし

て，また．精力的に主張する領主であった。（このことは，例えば，フォン・シェーンベルク

＝ビーブラーン男爵（20＞が1848年7月4日のザクセン上院の会議において，粘土層の土地所

有の地位と農民のそれとを等しくすることを求める請願書（Petition）（21）に賛同していたの
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に対して，プルシェンシュタインのフィーリプ・ウッツ・フォン・シェーンベルクは，非常

に封建的で，王党派として世に知られていたフォン・ポーゼルン（22）とともに，それに反対

した（『ザイダの報知者』，第14号）ことから明らかになる。）『ザイダの報知者』で彼〔領

主〕のために立って，弁護した牧師補（Kandidat）カルル・ハインリヒ・フェルトマンは，

当時ハルテンシュタインとともに，ある「共学学校」（Sammelschule）を主宰しており，こ

こに通学するのは，大抵はプルシェンシュタインの家産裁判所の裁判所役人の子弟であっ

た。彼〔フェルトマン〕（23＞は！889年tlこ退職聖職老としてマイセン近郊ケルン（C611n）で死

去した。領主フォン・シェーンベルクは，日長（Amtshauptmann）に勧められて輔輔貢租

を免除した時，ほとんど涙を流さんばかりであった，というトロイトの主張に反対して，フ

ライベルク郡長フtン・ツァーン（24＞は，これを虚偽のつくりごとと述べている。トロイト

はこの訂正を検討して，郡長たちが諸自治体に対する〔権利の〕放棄と寛大さを騎±領所有

者たちに勧めるのに，かつての地位にあった時，自ら出会った，と記している。

　1848年の『ザイダの報知者』の現存する部数は多くないであろうから，世襲的に権利と権

力を所有してきた旧来の社会階級が，今世紀に新しい〔階級〕と闘わなければならなかった

大規模な闘争における，牧歌的な一場景としての，ザイダの弁護士グスタフ・トロイトとプ

ルシェソシェタイン所領（Herrschaft）の所有者との紛争に注目するのは，まさに50年後の

今日，無用のことではたぶんないであろう。

　以下が「公開状」の翻刻である。ただし，主としてルー5ヴィヒ・ベルネ（Ludwig

BOrne）とロッテク（〔Karl　Wenzeslaus　von〕Rotteck）の言説を含むだけで，地域史上の意

義を持たない中間部は除外されている。

　貴族の従兄弟たちと閣下たちのための付録を付けた，プルシェンシュタインの領主

　フィーリプ・ウッツ・フォン・シェーンベルク宛の公開状。

　（農民に対して好んで用いられる軍事的措置の評価のために。）

　閣下！

　閣下の城は先日，要塞の姿を示した。プルシェンシュタインは戒厳状態にあると，我々は

多くの人の口から聞いた。すべての者は，平穏で温和な我々の領域で起こったどのような事

件が，この措置を惹き起こしたのかと，驚き，不審に思って眺めた。

　「フリーデバハはまったく反乱の中にあり，農民たちは大鎌と乾草用熊手で武装して城に
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行き，領主が農場領主へのすべての貢租を今後免除しないならば，城に火を付ける」。

　このような，また，その他の噂が言い触らされて，不安を生んだ。そして，一匿名老は，

　「クラウスニツなどの農民たちの，常軌を逸した要求」（彼らは，閣下が知っているよう

に，もっとも慎ましやかな請願をもってさえ閣下に近付いたことはないのであるが），およ

び，殺人と放火による脅迫

について，ドイツー般〔新聞〕（teutsche　Allgemeine）に報告することさえ，ためらわな

かった。同様にプルシェンシュタイン通信員は，フリーデバハの農民たちが断固たる要求を

提出した，と世間に思い違いさせることを，ためらわなかった。〔実際には〕彼らは，閣下が

知っているように，「農民地保有者に課される，土地領主への負担の一部を寛大に免除する

こと，借家人たる小屋住農と借家人とを，彼らは，いずれにせよ，ほとんど，あるいは，

まったく支払うことができないのであるが，解放することを……請願する」より以上のこと

はしなかったし，意図していなかったのであるが。

　これは閣下宛のフリーデバハの請願書の言葉であり，私がそれの起草老である。私はこの

要望を完全に許されている，そして，慎ましい要望であると考え，喜んでそのために手を差

し出した。私は，多くの〔農民の〕場合その高さが国家への公課を上回る，中世的諸負担の

圧力の下で，閣下の農民たちが戸戸しているのを知っているからである。

　彼らは，心が閣下の胸にあるに違いないと確信して，’閣下の心に訴えた。そして，彼らが

後者〔現在の時代状況〕に注目させたのは，閣下が時代状況の重みを理解することを期待し

てのことである。

　私は，いずれにせよ時効のために消えてしまった農場領主への貢租の中で，最近捜し出さ

れたものを，領民に課すことになる償却〔協定協議〕の期日（25＞という機会に，フリーデバハ

村の先頭に立って，この請願書を閣下自身に手渡すように委託された。しかし，私の授権者

たちは心を変え，彼らの中から選ばれた代表老数人を通じて，自らの請願書を手交するのを

よしとした。

　閣下のライプツィヒ新聞通信員は，フリーデバハの住民が最初は，その請願書（Bitt－

schrift）を全員で提出しようと思っていたことを，彼らの罪と考えようとしているが，その

場合，彼は，請願書を，単独であれ，多人数であれ，自ら提出することは各人の自由である

こと，自治体の集会の権利ばかりでなく，民衆集会の権利も国家の最高権力によって承認さ

れている現在では，とくにそうであること．を明らかに考慮していない。
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　閣下は，その到着についてすでに知らされていたフリーデバハの代表者たちを驚くほど

もの柔らかに，そして，家長のように応接し，自分と領民との間のあらゆる紛争と不和が今

後なくなることを希望し，提出された懇願を可能なかぎり配慮すること，とくに，3日以内

にそれについての自分の決意を通告することを約束した。

　その間に，曽孫〔閣下〕の中にある，閣下の祖先の騎士精神は不安になって，軍事的援助

に目を向けた。その間に閣下は城を空にし，消火ポンプ（Spritzen）を引き出し，投石機

（BOIIer）に装填し，家族を避難させた。そして，閣下自身が逃亡を思い留まったのは，土地

の聖職者に勧告されたからである。その間に武力，100人の騎兵が，磨かれたサーベルと実

弾薬筒を持ち，4人の士官とともに進入した。閣下の村々には，あるいは，閣下の村々のど

こにも，何の混乱あるいは無秩序も生じていなかったのであるが。

　我々の平穏な都市〔ザイダ〕も軍隊の真夜中の奇異な通過のために非常に狼狽し，不安に

された。それ〔ザイダ〕は，取られた予防策の重大さから，それを呼び起こした脅威の重大

さを推論せねばならないと考えたので，不安は時とともに増大した。そして，ノイハウゼン

ばかりでなく，ザイダにも市民警備隊が創られた。彼らは，昼間の仕事の後で休息するため

に必要な夜の時間を，無益な巡察任務のために犠牲にしなければならなかったのであるe

　閣下，世界中のだれが，どういう権威がこのような事情の下で，軍隊を呼び寄せて，この

地方全体を不安にさせる権利を閣下に与えたのか。もっとも高い高地村落ザイフェンある

いはハイデルベルクから来たという脅迫状が，1－2通投げ込まれたとしても，閣下はこの

ための資格を得ることができない。なぜなら，第1に，脅迫と実行とは，まったく違った二

つの事柄であること，次に，軍隊が，脅かされている放火を防止することはきわめて困難で

あること，を閣下は知っていたに違いないからである。

　私の聞いているところでは，同じ脅迫状は近隣のいくつかの他の騎士屋敷（Rittersitze）

でも発見された。しかし，それらの領主たちが同じ恐怖を示して同じ「措置を取った」と

は，私は聞いていなかった。

　さらに閣下は，武力が，武装した無力に転落すること，100人の騎兵はたった一つの農民

自治体にも，後者が本気になると，抵抗できないこと，を知っていたに違いない。そして，

このことについては最近の諸事件が閣下に少しの疑問も許さなかった。その上に閣下は，微

発された騎兵は閣下の護衛兵を勤めることはできないこと，村々は，閣下に対する示威運動

を実施しようとしたとすれば，警備兵の帰還を待ちさえずればよいこと，を考えたに違いな
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い。したがって，閣下は，閣下の軍事作戦がいかに無益であったか，を理解している。実際

それは，恐れられている示威運動を呼び起こすのにもつとも適した手段であった。気晴らし

のために閣下の恐怖した気分をなお一層恐怖させるより以外の目的ea　，それによっては達

成されなかったのである。

　そのために．閣下のライプツィヒ〔新聞〕通信員の所見は，真に同情ある笑いを惹き起こ

している。彼は，フリーデバハの示威運動の実行が，取られた措置の結果として中止された

か，それとも，されなかったかを，未定のままにしているからである。

　フリーデバハ村は，法律の大地を一歩たりとも外れず，彼らの要望を満たすために，閣下

の自由意志にのみ任せることを決意していた。それに反して，脅しが行なわれたとすれば，

それはこの村のせいではなく，もっぱら脅迫者のせいである。

　そのために，前者〔フリーデバハ村〕はこのような告発に対して断固抗議している。この

村は自らに，あらゆる違法な行動がないことを知っている。そこで，むしろ閣下は，武器の

騒めきと馬の足掻きのために不必要に周囲を恐怖させたことによって，我々の刑法典第96

条（26）に示されている罪を犯していないかどうか，という問題が生じるのである。

　したがって．この強行手段を閣下に勧めたのがだれであるにせよ，この助言は現在におけ

る政治家の思慮を示していない。この助言者は，彼にとって無用な教訓としての歴史，とく

に現代史の研究を断固として思い留まるべきであろう。

　しかしながら，取られた措置は著るしい不利益に帰結した。それがヴァルデソブルク（27）

の最近の事件をどれほど準備あるいは促進したか，を度外視しても，このことは彼ら〔閣

下〕（28）の領民の信頼と愛情を一閣下がそれを持っていたとしても一未来・永久に閣下

から奪ってしまった。閣下は，押えた胃に鉛を食わせようとしている，との不安，閣下は，

閣下〔領民〕が何らかの請願書を手にして，ふたたび閣下に近付こうとする場合に，閣下の

忠実な領民を切り殺す，あるいは，射殺する勇気を持っている，との不安をそれは彼ら〔閣

下〕の領民に感じさせた。それは遠方の彼ら〔領民〕に対して，閣下の紋楯に付いているラ

イオンが，一度血を舐めると，本来の野生に戻るとの危険を示したのである。

　閣下はあの領民の信頼を軽率にも失なうべきではなかった。それは，兵士のサーベルより

確実で強固な護身具である。ルイ・フィリップ（Louis　Philipp），ギゾー（〔Guiiiaume〕

Guizot），メッテルニヒ（〔Klemems　Lothar　Wenzel　FUrst　von〕Metternich），および，すべ

ての民衆抑圧者たちは，その民衆に愛されていたならば，用心のために彼らのチェイルリー
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宮と邸宅とを連隊で取り囲む必要はなかったであろう。あそこでは大規模に，ここ〔プル

シエンシュタイン〕では小規模に。私のこの判断が孤立したものであると，閣下は考えては

ならない。彼ら〔閣下〕の措置を閣下自身のために深く悲しむ者が，私だけであると，考え

るとすれば，閣下は間違っている。

　閣下のすべての領民，私が彼らの全階級から意見を聞く機会を毎臼持っているところの，

閣下のすべての領民は，閣下が，軍隊の給養のために用いねばならなかった金額を，閣下の

ザイフェンとハイデルベルク〔村〕の住罠に与えた方がよかったであろう，と一致して考え

ている。閣下は，100人の兵士に与えた食料でもって，飢餓のために困憲した閣下の木材輔

輔工の少なくとも50人の空っぽの胃を満足させることができた。ザイフェンとハイデルベ

ルクは閣下のアイルランドであり，閣下のフォークトラントであり，同時に閣下のシュレー

ジエンである。それにもかかわらず，この風評を信じてよいとすれば，百万長者として世に

知られている閣下，人間の眼では見渡すことのできないほどの森林と地所を持つ閣下は，郡

長に勧められて，貧乏な輔轄工に対して領主への貢租，いわゆる鞭輔貢租を免除した時，ほ

とんど涙を流さんぽかりであった。

　繰り返して言えば，私の判断はけっして特殊な判断ではない。それは閣下のすべての隷属

民（HOrige）によって共有されている。閣下の廷臣とその他の家来に関与させて，この書簡

に対して反対請願を仕上げえたとしても，閣下はそれを信じてはならない。それは，閣下の

愛顧によって自分の利益を得ようとする努力から生じた，卑劣な追従の産物である。

　閣下は，時代の声，独立と自主を護ってきた人々の声を聞きなさい。閣下は，閣下の領民

の要望を支持することによって，閣下自身の幸福，閣下自身の幸運を望みなさい。遅すぎ

る，という今日の標語が閣下にも適用される場合，そして，閣下が，現在ならば小さな犠牲

を払うと閣下の義務者の感謝を得ることができるが，法律による強制の際には一層大きな

譲歩をせざるをえない場合，閣下は後悔するであろう。

　閣下が現在辿っている道は，時宜に応じた正しい道ではない。一それは，暴力による崩

壊に導く軌道であり，破壊するが再建することのない，あらわな力の挑発行為である。

　閣下，囲りを今見なさい。一ヴュルテンベルク，バーゲン，プロイセンが，そして，今

では我々の祖国も，私の主張の正しさを雄弁に証明している。この種の暴動は，残念なこと

であるが，当然である。それを阻むのは，閣下の責任でもある。

　我々の有能な大臣ブラウン（29）とオー・ミーレンB“一（30＞とは，各人がそれぞれの区域で国内
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の安寧維持のために寄与するよう警告している。彼らは，王侯がその瞬間を重大にも容認せ

ねばならなかったと指摘し，そのために，特権を与えられたその他の人々も，その狭い区域

で遅れをとらないように，正当にも期待している。

　全ヨーロッパを揺り動かしている現時の運動は，まったく高貴で崇高なものであり，その

特徴は所有の順守，私権の不可侵である。しかしながら，最低辺の民衆が所有をどれほど判

別’し，顧慮するかは，問題である。民衆が，その暴君に対して長く抑えられていた恨みを，

抑制しているかどうか，彼らが，それでもって自分を富ませるためではなく，憎まれ者の所

有物を破壊するために，その〔暴君の〕私有を犯さないかどうか，は問題である。

　農民と労働者は盗むために反乱を起こすのではたぶんない。一一ルターライン（31）と

ヴァルデンブルクでは彼らは，発見した紙幣を我がものにせず，火中に投じた。一一彼ら

は，抑圧者への憎しみを一度に晴らすために，破壊したのである。同じ動機が民衆をギゾー

の邸宅とメッテルニヒ〔のそれ〕の破壊に駆り立てた。そして，これらの人々の私有が顧慮

されなかったことについて，非難の声は高まっていない。

　したがって，動機は，初めて見て思われるほど卑しくない。私有への侵害は，徐々に合言

葉（Schiboteth）になりはじめたが，我々の時代意識と世論が久しい昔から反対してきた特

権と特典は，その〔合言葉の〕うしろでなおも保護を求めて》・る。偉大な王侯たちが寛大に

許容している時，小王侯の幼稚園としての人身と所有の安全の侵害という悲鳴が徐々に形

成されている。「権利（Gerechtigkeiten）は公平（Gerechtigkeit）の死であり，特権（Frei－

heiten）は自由（Freiheit）の死である」（32）とゾイメは言う。「剣の力で平畏を実際に踏みに

じることと，諸事情のために弱体化した王権に対する事実上の反抗とが，貴族の権利の主た

る基礎であった」（33）と，貴族たるフォン・Pヅテク自身が告白している。したがって，土地

領主の城に対する農民の突撃，労働者による工場の破壊は人身と所有の侵害ではなく，特権

に対する闘争であり，資本と労働の不均衡の結果であって，不自然な権利に対する，時効の

ために権利と名付けられた不法に対する，潮弄して歴史的権利と言われるものに対する，自

然法の報復である。

　私は，犯された暴行の弁護人になるつもりはすこしもない。それは法律違反であり，いか

なる事情があっても，罰されるべきである。しかし，それは，特権を与えられた老にとって

は，自分の特権の起源と歴史的発生について十分に熟慮し，時宜を得た譲歩を親切に与える

ための二重の機会となるべきである。一
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　閣下は，厳重・無情な法に対して恩恵を与えなさい。一何百人もの閣下の身内（An－

gehOrige）が，一人の者を富ますために飢え，凍えること，彼らが，手仕事で得た一片のパ

ンを，彼らの農場領主たる閣下と分かち合わなければならないこと，これを閣下は今後許し

てはならない。

　寛大で気高い行動がザクセン貴族の行動でもありうる，という模範を閣下はザクセンの

貴族に示しなさい。法による強制の開始の前に今すぐ狩猟権を土地保有者に返還しなさい。

彼〔土地保有者〕を領主への諸貢租の重圧的負担から，それの相応の軽減によって救出しな

さい。とりわけ，そして，ただちに，不都合で憎まれている認可料（Gunstgeld）一困窮し

た者が，大きな犠牲を払って借用せざるをえない借金について，さらに閣下に支払わねばな

らない認可料一を放棄しなさい。一簡単に言えば，聖職者たちが十分に正教的にも，聖

書に基づいても説教することができない〔と考える〕藺下は，聖書にあるところの，我々の

主の次の言葉に留意しなさい。

　私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく，行ないと真実とをもって愛し合おうでは

ないか（34）。

　閣下が、請願をきっかけにしてフリーデバハ村に与えた譲歩は，けっして譲歩ではなく，

仮の承諾にすぎない。閣下が解放した借家人は，ただ生きているだけの生活しか持っていな

い。そして，それを彼らから奪うことを，我々の刑法典は，あらかじめ定めた場合にしか許

していない。1846年以後に〔・」・屋を〕建てたかぎり，この解放に同様にあずかるべき，借家

人たる小屋住農は，たった1人を除いて，フリーデバハ村にはいない。領主への新たな負担

を将来の新築者に賦課する権限は，閣下が十分に知っているように，近い将来の我々の立法

によって廃止されるであろう。

　しかし，閣下を表向きは請願者の拒絶に至らしめた動機は，特異にも一般の驚きを呼び起

こした。閣下がフリーデバハ村への文書による回答で述べているところでは，力の不足が，

請願の承諾への障害である。それにもかかわらず，閣下がザクセンの騎士領所有者の中で

もっとも豊かで，資産があることは，この地で，また，この国で広く知られているのであ

る。

　したがって，閣下の譲歩は，好意的で父親のような，口調のよい単語と熟語にすぎない。

そのような言葉を我々は最近の古き良き時代にメッテルニヒの例（Schablonen）にならって

ヤールケ（35）とフルター（36》の口から死ぬほど食わされてきたのである。この食物は栄養にな
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らない。一民衆は，自分の耳が閣下の舌でご馳走されることを望んではおらず，閣下の有

用な手を通じて，口で食べうる食料を望んでいる。そのために，閣下は，閣下が閣下の身内

〔領民〕に拒絶したが，閣下の前任者〔先祖〕は自由意志で与えていた反対給付を，ふたた

び元通りにしなさい。彼らが寒気から身を護りうるように，閣下の無限にある森林から，閣

下の領民に木材をふたたび安価に供給しなさい。閣下のもっとも古い祖先たちもすでに反

対給付を与えていたことを考慮しなさい。

　民衆が全権を与えた過去の首長たち，我々の昔の将軍たち首領たちも，報償を与えた。

一彼らは味方を保護し庇護し，自ら先頭に立って敵と戦い，一族の幸福のために大胆にも

自分の身柄と財産を犠牲にしたのである。

　最近では皇帝と国王たちも大きな譲歩をした。彼らは，歴史的には貴族のそれと同じく，

あるいは，それよりはるかに根拠のある特権を返還したのである。オーストリア皇帝のみで

なく，すこし前には地上の「いかなる」権力も強制しえなかったプロイセン国王も，被支配

者の自意識の目覚めに直面して，民衆に国家基本法を授与した。南ドイツ諸邦は，一定区域

の領民に対して，私人としての国家の保護に帰属する権限を無償で廃止させた。

　偉大な王侯，偉大な支配者がこれを思い切ってやったとすれぼ，騎士の城と貴族の館にい

る小人の王（株儒の支配老）からこれを期待しても，不当ではないであろう。

　時代がそれを迫っている。歴史的な権利は，あらゆる障害を圧倒してゆくために，地上の

力の中でもっとも抵抗しがたいもの，世論によって判決を下されている。一賦役の償却か

ら王朝の交替が生じるであろう。一バヤール（Bayard）（37）と国民新聞（Volksblatt）（38）の

流布について閣下が賞賛に値する功績を上げたにもかかわらず，活気があって，留めがたい

ところの現代の進歩を阻もうとすることは，空しい努力である。

　閣下，閣下の祖先の権利の中で，時代の力が無償で破壊してしまった数多くのものを思い

浮かべなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズ　したがって，今日からは親切と人情で満たして心を開きなさい。数年前に閣下の数人の村

民がなしえたように，彼らがその免除を熱望していた，農場領主への貢租を，少なくとも償

却するという，フリーデバハの最近の請願をも，閣下が同様に拒絶したこと，閣下の同僚の

中で領民の要望，彼らの熱烈で切なる上申と請願に同意しなかったただ一人の人が閣下で

あること，ここに閣下の悲惨な名声を求めてはならない。その時が去ぎぬうちに，閣下の譲

歩を急ぎなさい。それが真の譲歩である時に，閣下のすべての特権に頑固，無情に固執する
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ことによって，法律の軌道に一歩一歩忠実であったし，忠実であろうと欲している，閣下の

村々を迷わせて，法律の軌道から外れさせてはならない。閣下は，無法な暴力と惨事の場面

という，嫌悪すべき現象を愚かにも呼び出し，それによって我々を特有の危険に突き落とし

てはならない。強情な拒絶が余所で，また，至る所でどれほど悲惨な結果を生んだか，に注

目しなさい。閣下の領民は，閣下が人道的な親切さを示すやいなや，ふたたび閣下に心を寄

せるであろうことを，信頼しなさい。

　　・農民の暴力行為に対する恐怖から彼らの要望を，至る所で叶えてやった，プロイセン

の農場領主たちのあらゆる譲歩についてカンプノ・ウゼン（〔Ludolf〕Camphausen）が公布し

た無効宣告を考えて，閣下は自らを慰めてはならない。

　プロイセンのこの新大臣が，この退却を援護するために引き合いに出した原則，強制され

た譲歩は効力を持たない，という原則は，法的秩序と安寧の時にのみ真実である。運動の切

迫の中では，自然法と自然的自由が，’歴史的不法と，時代に反する特権とに対して路を開い

て進むような，暴力を用いる自力救済の流れの中では，今日至る所で始まる恐れのある，こ

のような流れの中では，重々しい法律という形の利用と適用に対する敬意e＃　，はなはだしく

下がっている。一ここにあるものは，一人の人間が企てた特定の人間に対する暴力ではな

く，道徳的動機と道徳的必要が規定する道徳的作用である。それは，騎±の圧制の時代に、

我々農奴の，あるいは，世襲隷民的曽祖父の存命中に，その果実が熟してしまった，すべて

の樹幹および系譜の根に斧を当てる民衆の時代の手である。カンプハウゼンはそれによっ

て意識しないで，また，望みもしないで，非常に危険な原則を述べたのである。すなわち，

彼は革命のすべての所得と獲得物との効力を問題にした。そして，彼は，民衆によって〔国

王に〕「道徳的に」押し付けられた新大臣としての彼自身の立場を，彼は明らかにそれを考

えていなかっtcが，不法と説明したのである。しかし，プロイセン国王も同様セこ，アイヒホ

ルン（〔Karl　Friedrich〕Eichhorn）とザヴィニイ（〔Friedrich　Carl　von〕Savigny）を彼の代

りにふたたび招集〔任命〕しょうとはしないであろう。彼は，民衆に保証した憲法を，今後

もなお与えない勇気と力を持ってはいないであろう。

　したがって，閣下がこの慰めに向かう前に，閣下はまず，カンプハウゼソの取り消し〔命

令〕の結果を期待しなさい。そして，上述のように，現在の事情の下では事実上の矛盾を含

んでいるところの，見せかけの首尾一貫性を早まって喜んではならない。

　閣下，私が閣下に率直に言おうと望んだこと，私が閣下自身の幸福のために閣下に言うべ
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き義務があると考えたこと，がこれである。

　これは私の心からの，真心からの確信である。実際私は，私の良心がその取り消しを許す

ような言葉を知らない。

　常に甘美というわけではない真理の理解によって，閣下が〔名誉を〕傷つけられたと感じ

るならば，告発の道が閣下には開かれている。私はそれを恐れない。私の言葉に侮辱がある

場合には，私はそれについて科される刑罰を心穏やかに甘受し，私が疋当であるとの感動的

な喜びをもって，この小さな犠牲に敬意を払うであろう。

　1848年4月10日　ザイダにて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁護士グスタフ・トロイト

〔注〕

（D松尾（b），430－431ページ。

（2）　Knauth，　S．45－56．

（3）松尾（b），431ページ参照。

（4）松尾（b），440ページ注（20）に記しておいたように，この請願書は現存しない。

（5）この「目録」についてはRingel，　S，967－974を参照。

（6）なお，この目録の76ページによれば，1911年以後の同名の新聞は，ザイダ市文書館に

　所蔵されている。

（7）松尾（a），皿，171，173ページ，注（2）。

（8）これはシラーの戯曲『ヴィルヘルム・テル』第4幕第3場における主人公テルの台詞

　と考えられる。Schiller　1837，　S．　137．野島訳，362ペーージ。ただし，ここではnicht　im

　Frieden　bleibenとなっているが，　P，クナウトは動詞をlebenに替えている。

（9）カスパル・カルル・フィーリプ・ウッツ・フォン・シェーンベルク（Caspar　Carl

　Philipp　Utz　von　SchOnberg）。彼（1804－64年。1981年3月30日付国立ドレースデン文書

　館の回答による。）は1837年から邦議会上院議員であった。SHB　1837，　S，112．彼は48

　年議会の保守派上院議員として選挙法の改正に反対した。Geyer，　S，121；H．　Schmidt，

　S，55－56．彼は49年および49／50年議会では議員ではなかった。Vgl．　VMS　1849，　S．

　5，ユ0；VMS　1849／50，　S．5，ユO；SHB　l850，　S．44－48．彼は50年，54／55年には上院議員で．

　あった。VMS　1850，　S，5；VMS　l854／55，　S．5，彼は1854年議会上院で家産裁判権の廃

　止に反対した。Holldack，　S，170．彼は57年には上院議員ではなかった。　Vg1．　SHB

　1857，　S，　77．

（10）松尾（b），443ページ，注（47）。

（11）松尾（a），V，127ページ，注（1）。

（12）松尾（b），440ページ，注（18）。
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（13）松尾（a）、1，199ページ，注（27）。

（14）松尾（a），1，206ページ，注（28）。

（15）松尾（b），430－31ページに引用されたR．ツァイゼ氏の記述によれば，3月22日のこ

　とであろう。なお，R．ツァイゼ氏は上記引用個所で，フリーデバハの請願書が提出さ

　れたかどうかは不明であると書いているが，G．トロイトの公開状の冒頭部分から見

　て，提出されたことは確実であろう。

（16）松尾（a），ll，225，227，229ページ，注（1）。

（17）松尾（a），L170ページ，注（22）。

（18）1841年以後の第1軽騎兵連隊（1．leichtes　Reiter－Regiment）は兵員639人，馬501頭か

　らなっていた。そのうち4騎兵中隊はフライベルクに，残りの2騎兵中隊はマリーエン

　ベルクに駐屯していた。Werlhof，　S．270，274．一1848年3月22日に同連隊の一大尉は

　80騎をもってフライベルクからプルシェンシュタインに出動し，26日に半分が，30日に

　残りの半分が帰営した。Werlhof，　S，276，これが，この公開状で問題にされているもので

　ある。

（19）これはゲオルク・フォン・ツァーン（Georg　von　Zahn，1811－81年）のことである。彼

　は，1834年ドレースデン県（Kreisdirektion）試補，43年内務参事官補（Supernume－

　rar－Regierungsrat）。47年から51年までドレースデン県フライベルク脚長兼フライベル

　ク工手学校（mechanische　Baugewerkschule）校長。そののち内務参事官（Regierungs－

　rat），76年には枢密顧問富（Geheimer　Rat）の称号を与えられ，54年（あるいは51年）

　から78年まで内務省第四局（刑務所・救貧院（Straf－und　Versorgunganstalten）担当）

　局長。SHB　1843，　S．205；SHB　1847，　S．196，214；SHB　1876，　S，280；国立ドレースデン文

　書館1981年11月16日付回答；Klein，　S．　232，

（20）エt’一ゴン・ハインリヒ・グスタフ・フォン・シェーンベルク，通称ビーブラーン＝モ

　ルダウ男爵（Egon　Heinrich　Gustav　von　SchOnberg，　genannt　Freiherr　von　Bibran　und

　Moldau）。彼は1833年から下院議員代理であった。　VMS　1833，　S．9，（下院議員代理は，

　下院議員の一時的不在などの場合に，任務につく。ザクセン王国憲法第69条。GS

　1831，　S，256，）彼は43年から上院議員であった。SHB　1843，　S，43．彼は48年議会の始めに

　は自由派と呼んでよいほどの上院議員であったが，しだいに右に移り，会期末には選挙

　法の改正に反対した。Geyer，　S．121；H．　Schmidt，　S．22，55－56，　213．彼は49年および

　49／50年議会では議員でばなかった。VgL　VSM　l849，　S．5，10；VMS　1849／50，　S．

　5，10；SHB　1850，　S．　44－48．彼は50年から上院議員であった。　VMS．1850，S．5．彼は，家

　産裁判権の廃止に反対する53年12月の請願書に署名した8人の上院議員（Holldack，　S，

　157）の一人である。1988年12月5日付国立ドレースデン文書館の回答。彼は1870年に

　死去した。SHB　1870，　S，576．

（21）48年臨時邦議会は5月21日に開会したが，上下両院の多くの騎士領所有者は開会直後

　に，騎±層の土地所有の地位と農畏のそれとを均等化するための請願書を提出した。そ

　れは，騎土領を農村の他の土地所有から区別しているところの，私法的・公法的起源の

　騎窺書特権の廃止ないし償却に関して必要な法案を，邦議会に提出するよう政府に求

　めたものである。具体的には教会保護権の廃止，教区負担における騎士領の優遇の廃
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　止，他人の土地での狩猟権の廃止，一方の〔当事者の〕提議に基づいて農場領主への貨

　幣貢租を償却すること，一般に，速やかに，低い率で，かつ，関係者から費用を徴収せ

　ずに諸負担を償却すること．さらに，国家への家産裁判権の移譲が提案された。この請

　願書はH．SchmidtとKretzschmarによって過大に評価されてきた。「貴族主義老のこ

　の請願書は客観的には，農村における革命的民衆運動の直接的結果であった」。この請

　願書に表明された，土地所有の地位の均等化のための具体案について，上下両院の見解

　は一致しなかったので，議会閉会直前の11月になってようやく．議会は，騎士領特権の

　廃止ないし償却に関する法案を次の議会に提出することを要望する，という漠然たる

　内容の文書を政府に提出しただけであった。　Zeise，　S．183－188。　Vgl．　Geyer，　S．66；

　H，　Schmidt，　S，　203－205；　Kretzschrnar，　S，　337，

（22）タルト．エルンスト・フォン・ポーゼルン（Curt　Ernst　von　Posern）。彼は1833年に

　は上院議員で（VMSユ833，S．3），37年には上院議員のほかに聖マリーエンシュテルン尼

　僧院の代官（Vogt）でもあった。　SHB　1837，　S，112，412．同尼僧院はオーバーラウジツ

　にあり，シトー教団に属した。この教会財団の民事事項を処理するのが代官である。代

　官は，オーバーラウジツ地方議会が推挙した，同議会に関して被選挙権のある，福音派

　貴族の中から，尼僧院長によって選任され，オーバーラウジツ地方議会に議席を持つ。

　　Schumann，　S．147，150．ザクセン王国憲法第63条（GS　1831，　S．　254）によれば，この尼

　僧院代官はそのものとしては邦議会上院に議席を持たない。C。　E，フォン・ポーゼルン

　は48年邦議会における保守派の中心人物の1人目，選挙法の改正と大聖堂参事会およ

　び修道院の廃止とに反対した。H．　Schmidt，　S．16，55－56，162，　213，215，彼は49年および

　49／50年邦議会では議員でなかった。vgl．　VMs　1849，　S，5，9；VMs　l849／50，　S．5，

　10；SHB　1850，S．44－48，彼は50年にはまたも上院議員となった。　VMS　1850，　S．5．家産裁

　判権の廃止に反対する1853年の請願書の署名者の1人フォン・ポーゼルン（Holldack，

　S．157）は彼のことである。1988年12月5日付国立ドレースデン文書館の回答。1876年

　には彼は上院議員ではなかった。SHB　l876，S．・39．

（23）C．H．フェルトマンは1814年に生まれ，1858年にオーバーゲルスドルフ（Obergers－

　　dorf）の牧師となり，86年に引退した。ハルテンシュタインなる牧師は確認されな

　　い。1988年10月31日付ザクセン州立図書館ヨ・・ンネス・ヤント（Johannes　Jandt）氏

　　の回答による。

（24）前注（19）参照。

（25）前山（15）参照。

（26）1838年ザクセン王国刑法典第96条。「国家に不利益であるか，あるいは，公安を惑わ

　せる，誤った情報を意図的に流布させた場合には，1年までの懲役刑が宣告される」。

　GS　1838，　S．　138，

（27）1878年からグラウハウ郡に所属した都市。1834年の人口2，167人。HOS，　S．320．一

　48年4月5日のヴァルデンブルク城突撃については，松尾（b），433－434ページ参

　照。

（28）原文ihrer　UnterthanenをIhrer　Unterthanenと解する。以下，　sie（3人称複数）

　とSie　（2人称単数）について同様である。
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（29）松尾（b），439ページ，注（10）。

（30）マルチィン・ゴットハルト・世心バーレンダー（Martin　Gotthard　Oberlander，1801

　－68）。彼はツヴィカウ市近郊の農村の出身で，1832年より前にツヴィカウで弁護士と

　なった。同市の市議会（Stadtverordnetenkollegium）議長をへて，1840年（一説に42

　年）から邦議会下院議員（穏健反対派）となった。三月内閣内相（48年3月23日置一説
　に18日）から49年2月24日まで）。49年邦議会上院議員※。49年枢密内務参事宮（Ge－

　heimer　Regierungsrat）の称号を与えられて，内務省管轄下の火災保険委員会議長に任

　命され，68年までその地位にあった。Geyer，　S．14，35；H．　Schmidt，S．7－8，　90－91；

　Kretzschmar，　S．336－337；　S，　Schmidt，　S，　46，137，　160；　Schlechte，　S，　65；　Weber，　S．　19；

　Klein，　S．111；Blaschke，　S，291，三月内閣内相としての七一バーレンダーを右派は，左派

　に譲歩しすぎると非難した。Schinke，　S．10；H．　Schmidt，　S．49，確iかに，ドイツ人の基本

　権の承認を主張する彼と，それに反対する他の閣僚との対立が，三月内閣互解の一因で

　あった。Geyer，　S，166；Weber，　S，244；G，　Schmidt，　S，33－35．しかし，彼は民衆運動に対

　しては強硬であった。シェーンブルク家所領での民衆運動の高揚に直面して，オーバー

　レンダーは4月3日に同所領への軍隊の出動を命令し，4月20日には，強制と脅迫の下

　で生み出されたすべての権利放棄と契約を，法的に無効なものと宣告した。
　Zeise，　S，153，170．選挙権の拡大を求める民衆運動が，9－10月に西部ザクセンに広がった

　が，それの軍事的弾圧のために彼は，民主派としての名声を最終的に失なった。

　Weber，　S．187．※一説では，改正選挙法に基づく48年12月の邦議会選挙において，ドイ

　ツ協会の候補としてのオーバーレンダーは，彼の本拠地たるツヴィカウ選挙区におい

　て，祖国協会の候補者に大敗した，とされている。Zeise，　S，233．これについて私が明ら

　かにしえた事実は次の通りである。48年11月17日付暫定邦議会議員選挙法施行令別表

　によれば上院第37－39選挙区はツヴィカウ市を含み，同月73－75選挙区はドレースデ

　ソ市とその近郊を含んでいた。GS　1848，　S、247，254－255．ところで，　VMS　1849，　S，3，

　5によれぽM．オーバーレンダーは第73－75選挙区：選出の上院議院であり，第37－39選

　挙区のそれはグラウハウ市の弁護土ベリケ（Julius　B6ricke）であった。　J．ベリケは極

　左派，急進派であって，シェーンブルク家の特権にはげしく反対した。彼はまた，「保有

　移転貢租は今後要求されてはならない」と提案し，この提案は可決された。H，

　Schmidt，　S，170，207，209，」．ベリケは49／50年および50年邦議会では議員でなかっ

　た。Vgl．　VMS　l　849／50，　S．3，7；VMS　1850，　S．3－15；SHB　1850，　S．44－48．

（31）1874コ口らアンナベルク郡に所属した都市。1834年の人口1，002人。HOS，　S，266．

　一ここでは労働者によって工場が打ち壊された。そのために第1軽騎兵連隊の一大

　尉は3月29日にマリーエンベルクから46騎をもって出動した。Werlhof，　S，276，

（32）これは，1988年11月14日付ドイツ文学館ルートヴィヒ・グレーヴェ（Ludwig　Greve）

　氏の示唆によれば，ヨハン・ゴットフリート・ゾイメのrシラクサ紀行』の中の次の一

　文を書き換えたもののように思われる。「人が権利と特権について語る所では，人は公

　平と自由について話すべきではまったくない」。Seume　l879，　S．146．

（33）私はこの文章の出所を明らかにすることができない。

（34）『新約聖書』，ヨハネの第一の手紙，18。
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（35）G．トロイトの言うヤールケ（Jarke）は，カルル・エルンスト・ヤールケ（Karl

　Ernst　Jarcke）と考えられる。後者（18D1－52年）は極右の政治著作老で，1831年からベ

　ルリーンで，1832年からはメッテルニヒに直属して，革命と新教に反対する著作を次々

　に執筆した。三月革命のために48年夏休職を命ぜられて，ヴィーンを去らねばならな

　かったが，2年後には戻ってきた。ADB，　Bd．13，　S．711－721；NDB，　Bd．10，　S．　353－354，

（36）これはフリードリヒ・エマヌエル・フルター（Friedrich　Emanuel　Hurter，1787－

　1865）と考えられる。彼はスイスの牧師であり，著作老であったが，その保守主義のた

　めにカトリック教会に近付き，1841年その職を解かれた。1846年に上記ヤールケの仲介

　に基づきメッテルニヒによってオーストリアの宮廷顧問官（Hofrath）兼修土官に任ぜ

　られた。三月革命のために48年5月に解任されたが，52年に完全な名誉回復を認めら

　れ，世襲貴族に列せられた。ADB，　Bd．13，　S，431－444；NDB，　Bd．10，　S，77．一なお，

　1982年3月26日付J．ヤント氏の回答によれば．ヤールケとフルターの名前を持つ牧師

　は，1848年前後にプルシmンシュタイン所領内の教会にはいなかった。

（37）Kretzschmar，　S，333によれば，これと次注の「国民新聞」は保守派の新聞であった

　が，いずれも発行部数は大きくなかった。なお，Hagelweideに載録されていない「バ

　ヤール」（この紙名は，中世末フランスの豪勇な騎士ピエール・ドゥ・テレール・バ

　ヤール（Pierre　du　Terrail　Bayard）に由来するのであろう）は，　WUstling，　S．46と

　1988年3月4日付J．ヤント氏の回答によれば，Der　Kampfer　fUr　Gott，　KOnig　und

　Vaterland，Blatter　zur　Bef6rderung　der　wahren　Volksinteressenなる副題を持ち，

　1846－48年にライプツィヒで発行された。

（38）Hagelweide，S．162，343セこよれば，この名称を持つ新聞で，ザクセンとその周辺で発行

　されていたものは，ハルレで発行されていたそれ（1844－78年）である。なお，この新聞

　の正式名称は，1982年12月28日付・・ルレ大学図書館からの回答によれば，Volksblatt

　fUr　Stadt　und　Landであった。

〔追記〕

（1）松尾（b）において，修正を要すると考えるようになった個所は相当数に上るが，こ

　こでは次の2点のみを記しておきたい。

（i）注（27）のアレクサンダー・グレーフについて。1987年10月29日の質問に対する

　1988年6月14日付国立ドレースデン文書館の回答によれば，同館の「政治犯目録」の

　A．グレーフの項の内容はおおよそ次の通りである。彼は1803年クリンミチャウで生ま

　れ，ヴァルデンブルクで商店主となった。48年4月5日のヴァソデルブルク城突撃の

　後，民衆運動の指導者の～人として逮捕されたが，49年5月6日逃亡し，ドレースデン

　に行って五月蜂起に参加した。五月蜂起鎮圧後バーゲンの憲法戦役に参加した彼は，プ

　ロイセン軍に捕らえられて，ザクセンに引き渡され，大逆罪などによって10年8ヶ月の

　懲役刑を宣告された。赦免請願状に基づいてこの刑は8年に軽減された。その後の彼の

　生涯については何も分かっていない。一このことから，彼を穏健多数派の一人と片付

　けるR．ツァイゼ氏の主張は（私も同氏に従っていたが），誤りであると思われる。
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（ii）注（40）のザクセン協会について。「ドレースデン新聞」1849年第67号の表題なしの記

　事の内容は次のとおりである。ザクセン協会は49年3月3日ドレースデンで結成され

　た。国王に対して（Geyer，　S．165によれば2月19日に提出され，）上からのクーデタを求

　めた請願書は，この協会と密接な関係を持っている。署名者たる前上院議員たちは，

　　「しばしば会合して，国王と祖国〔ならびに保有地移転貢租と封建的諸負担一民主派

　たるドレースデン新聞編集部（DR）の皮肉な注〕を忠実に愛しつつ，長い間保ってき

　た絆を維持するばかりでなく，現在および将来にも共同の努力によって，これまで公的

　生活において確証してきた信念を承認・普及させる，との，48年臨時邦議会の最：終日11

　月17日の決議を忘れず，本日会合し，「ザクセン協会」を創設した」。指導部をなすのは

　フォン・フリーゼン（松尾（b），442ページ注（40）），フtン・シェーンベルク＝ビー

　ブラーン（本稿，W，l19ページ注（20））などであった。“Sachsenverein”，

　S．530．これは，Freiberger　Anzeiger　und　Tageblatt紙（この新聞は1988年2月10日の

　J．ヤント氏の回答によれば自由派であった）の記事から取られて，ブーフホルツの通

　信員から3月15日付でドレースデン新聞編集部に送られてきたものと考えられる。

（2）本稿，1，187ページ下から14行目（LK，……）の上に（Dr．　Mirus）の1行を挿入す

　る。これは請願書第1ページ中央部左側に薄い文字で書かれている。弁護士たる博土カ

　ルル・モーリツ・ミールス（Dr．　Carl　Moritz　Mirus）は，すでに！837年にはライスニヒ市

　の市長であった。SHB　1837，S，347．さらに，43，45年には市長のほかにいくつかの家産

　裁判所長を兼ねている。SHB　l843，　S，83，210　usw；SHB　1845，　S，78，200　usw．彼は45年

　と47年には上院議員でもあった。VMS　1845，　S．4；SHB　1847，　S，43　usw．彼は48年自愛

　会上院にはほとんど出席しなかった。H．Schmidt，S．18。ここに彼の名前が記されている

　ことは，この請願書の審査が彼に委ねられたことを意味しているであろう。49年およ

　び49／50年邦議会では議員ではなかった。　Vgl．　VMS　1849，　S，4，9；VMS

　I849／50，　S，5，9．彼は50年には市長でもなく（Vg1．　SHB　1850，　S．200），家産裁判所所長

　であった。SHB　l850，S．80　usw．彼は63年から70年まではうイスニヒの弁護士として記

　載されている。SHB　1860，　S．　l　l9；SHB　1870，　S．140．
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